
 

優生保護法訴訟札幌高裁判決に対する声明 

本日３月１６日、札幌高等裁判所第３民事部は、国に対し、優生保護法に基づく

優生手術の被害者である控訴人に慰謝料等の支払いを命じる判決を言い渡した。 

札幌高等裁判所も、優生保護法が憲法１３条、１４条１項、２４条２項に違反す

ることを明確に認めた。さらに、札幌高等裁判所は、優生保護法による人権侵害の

程度が強度であること、国の立法行為及びその後の施策により、障害者に対する根

強い社会的な差別や偏見を正当化・固定化し、助長し、控訴人が、損害賠償請求権

の行使に必要な情報を得ることを阻害したと認定し、除斥期間の適用を認めること

は、著しく正義・公平の理念に反すると判断して原告の請求を認めたものである。 

本件は、２０２２年２月２２日大阪高等裁判所、同年３月１１日東京高等裁判所、

２０２３年１月２３日熊本地方裁判所、同年２月２４日静岡地方裁判所、同年３月

６日仙台地方裁判所に続く６件目の被害者勝訴判決であり、３件目の高裁での逆転

勝訴判決である。 

優生保護法及び同法に基づく優生手術がいずれも違憲であること、旧優生保護法

の被害者に除斥期間の適用を認めることが著しく正義・公平の理念に反するという

ことは、司法の判断として定着したといえる。 

しかしながら、このような請求認容判決によって実現されるのはあくまで個別の

原告の被害回復に過ぎない。提訴できない被害者も含め、広く優生保護法による被

害を回復するには、国が全面解決に向けて舵を切るしかない。 

そして、岸田総理大臣は、仙台地裁判決のあった本年３月６日の参議院予算委員

会での質疑において、「優生手術等を受けた方々の声は大切であると考えている」、

「優生手術等を受けた方々との面会については、・・・その方法等は検討したい」

旨発言した。 

一時金支給法制定時に表明された、旧優生保護法に基づき、あるいはこの法律の

存在を背景として、特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術を受けること

を強いられた方々への真摯な反省と心からのおわびの気持ちが何ら変わらないの

であれば、岸田総理大臣が、政府を代表し、優生保護法被害者に面会して直接に被

害を聞き、政府が行った非人道的な憲法違反の被害に向き合い、直接に謝罪するこ

とが不可欠である。 

よって、当弁護団は、岸田総理大臣の被害者との面談を求め、国に対し、本件に

ついて上告をせずに確定させ、全面解決へ向けた話し合いを開始し、各地訴訟も和

解解決等によって終結させることを求める。 

当弁護団も、全ての優生手術被害者の被害回復を実現するため、また、優生思想

及び障害者に対する偏見差別の解消に向けて、引き続き、全力で活動をすることを

表明する。 
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